
	
	推薦順位　　　　　　　　　番

	表彰の種類
	現役員・退任役員・商工会職員
会員事業所従業員・特に功労のあった者
	令和　　年　　月　　日申請

	宮城県商工会連合会長  様
商工会名　　　　　　　　　　
会 長 名  　　　　　　　　　　　　　印

宮城県商工会連合会表彰規程に基づく表彰申請書

	本籍地
	都道府県
	

	現住所
	
	

	フリガナ

氏　　名
	
	昭和
年　　月　　日生
平成
	満



　　　　　歳

	
	
	
	

	
	
	
	歳

	（事業所名）

役職名
	
	在任(職)年数
年　　月
うち継続
年　　月
	(退任時もしくは令和８年３月３１日現在)
☆　いずれかに､ご記入願います。
平成・令和　　年　　月　　日　　現　在
平成・令和　　年　　月　　日　　退　任

	 １．経  歴（会員事業所従業員については事業所入所年月日、職名の変遷を、商工会役職員については商工会における役員歴、職歴をお書き下さい。）

   昭和    年    月    日  ～  昭和・平成    年    月    日                 　　         
   昭和    年    月    日  ～  昭和・平成    年    月    日                   　　       
   昭和    年    月    日  ～  昭和・平成    年    月    日                   　　       
   昭和    年    月    日  ～  現在に至る                                     　　       
   平成    年    月    日  ～  現在に至る                                     　　       
   令和    年    月    日  ～  現在に至る                                     　　       

	 ２．表彰に該当すると認められる功績の事実（具体的に詳しくご記入下さい。）

	 ３．これまでの受賞等（商工会関係を中心にお書き下さい。）

	 ４．その他参考となる事項


注　１．役職名の欄には商工会における退任時もしくは現在の役職名を記入。
２．会員事業所従業員の表彰申請の場合は、役職名の上部に事業所名を記入。

宮城県商工会連合会表彰規程


（総則）
第１条  本会が表彰する商工会の役職員（本会の役職員も含む。）、会員、会員の事業所に従事する従業員及び優良商工会等の表彰は本規程による。

（定期表彰）
第２条  定期表彰は、次のいずれかに該当する者又は商工会に対して行う。
（１）商工会長を退任したとき。
（２）商工会役員として継続９年以上又は通算１４年以上在任した現役員は、１０年ごとにこれを表彰する。
（３）商工会役員として通算６年以上在任した役員が退任したとき。
ただし、（２）により受賞した者は除く。
（４）商工会長及び役員にして任期中に死亡したとき。
（５）商工会及び本会の職員で次に該当するもの。
    イ、勤続２０年以上にして成績優秀な者は１０年毎にこれを表彰する。
    ロ、上記イ、で表彰を受けた者が退職、又は、死亡したとき。
    ハ、勤続１０年以上にして成績優秀な者が退職、又は、死亡したとき。
（６）商工会員の事業所に従事する従業員で同一事業所に２０年以上勤務し成績優秀な者又は功績顕著な者。
ただし、一商工会の被表彰者は商工会員数（申請年度の４月１日現在、以下同じ。）の５％以内とする｡
（７）記帳機械化事業、商工貯蓄共済事業及び商工会の組織率向上並びに中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認企業の輩出等に対して、先駆的かつ効果的な事業を実施したことにより、特に顕著な成績をあげ、商工会事業の発展に功績があったと認められる優良商工会について表彰するものとする。
　　　なお、表彰要件については、本会三役会において別に定める。
（８）前各号のほか商工会等の役職員、会員にして特に功労があり次のいずれかに該当する者。
    イ、社会的に賞讃を受ける行為をなし、商工会としての名誉を著しく高揚し、他の模範となるべき行為のあった者。
    ロ、災害を未然に防止し、または災害に際し、他の模範となるべき行為のあった者。
    ハ、商工会の組織の高揚に努め、商工会の飛躍的な発展に寄与するなど他の模範となる行為をなした者、又は、商工会の財政基盤の確立に意欲的な活躍をなし、健全財政に貢献し、他の模範となった者。
    ニ、商工会の地位の向上と地域経済振興に献身的な努力を払い他の模範となった者。
    ホ、その他上記事項と同等以上の行為をなした者。
２  前項第６号に規定する表彰は、第３条第４号により表彰を実施する商工会に対してはこれを行わない。

（商工会が行う記念行事に係る表彰）
第３条  商工会が創立後、５年毎に行う記念行事、又は、商工会法施行後５年毎に行う記念行事のいずれか若しくは、両方を同時に行う場合の表彰は、次のいずれかに該当する者に対して行う。
（１）在任１０年以上にして商工会の発展に貢献した現役員。
（２）勤続２０年以上にして功績顕著な現職員。
（３）会員歴２０年以上（商工会創立２０年に満たない商工会にあっては、商工会創立以来の会員）にして商工会の発展に著しく貢献した会員。
ただし、一商工会の被表彰者は商工会員数の５％以内とする｡
（４） 商工会員の事業所に従事する従業員で同一事業所に２０年以上勤務し成績優秀な者、
または、功績顕著な者。
ただし、一商工会の被表彰者は商工会員数の５％以内とする｡

（表彰の方法）
第４条  第２条及び第３条の表彰は、表彰状をもって行う。
　　ただし、第２条第１号、第３号及び第４号の表彰は、感謝状をもって行う。

（委任）
第５条  この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議を経て別に定める。


  　　　　　　　（付　　則）
  この規程は、昭和３８年５月２１日から実施する。

(中　　略)

　　　　　　　  　付　　則（平成１９年１２月２０日改正）

（実施の時期）
１．この規程の一部改正は、平成２０年４月１日から実施する。

（商工貯蓄共済事業表彰基準等の廃止）
２．従前の商工貯蓄共済事業表彰基準（昭和５２年３月１５日制定）及び記帳機械化事業優良商工会表彰基準（昭和５６年３月２日制定）は、廃止する。
